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要旨 
 

 中小企業は日本経済および地域の雇用基盤や生活サービスを支える重要な役割を担って

いる一方で、休廃業件数・解散件数は近年増加傾向にある。その大きな要因として後継者

の不在があり、事業承継およびその支援の実現は喫緊の課題であるといえる。政府は、後

継者不在問題に対応するため、総合的な支援策を全国一律に展開しているが、具体的な支

援内容は各都道府県での自治体や関係支援機関による裁量が大きい。そのため、人口構造

や産業構造といった地域特性1や、支援機関数などの地域における実情により、支援の実効

性に差が生じている可能性がある。 

以上を踏まえ、本稿では「地域における支援体制が十分に事業承継を促進できていない

こと」を問題意識とした。 

 本稿の研究目的は、「地域間における事業承継支援策の効果の差異とその要因を、定量、

定性の両面から明らかにすること」である。具体的には、県が主導して支援機関をつなぐ

役割を果たしている三重県が 2018 年に実施した「三重県事業承継緊急宣言」を一つの政策

介入として位置づけ、合成コントロール法および固定効果モデルによって、他県との比較

を通じた政策効果の検証を行った。分析の結果、2018 年以降、三重県では他県と比較して

後継者不在率が改善傾向を示し、一定の効果を持った可能性が確認された。また、地域ご

との事業承継リスクを数量的に可視化するため、人口構造・産業構造・経済状況・地域特

性の 4 要素からなる承継リスク指数を構築した。承継リスク指数を被説明変数、認定経営

革新等支援機関数を説明変数として回帰分析を行ったところ、支援機関数の増加が翌期の

承継リスクの低下に有意に寄与する結果が得られた。すなわち、地域の支援整備が承継リ

スクの低減に一定の効果を持つことが示唆された。 

さらに、定性分析から都道府県がハブ機関として地域内の支援機関の連携を促進し、積

極的に啓発活動を展開したことが、経営者の意識変容と承継の早期準備につながっている

ことが明らかとなった。これらの分析より、二つの政策提言を行う。 

 まず、「都道府県ハブ型事業承継支援政策パッケージ」を策定し、支援機関間の連携の

促進やその支援内容の対外的な発信を図る(政策提言Ⅰ)。次に、経営革新等支援機関認定

制度にティア制度(階層構造制度)を導入し、地域における支援体制の実効性を高める仕組

みを構築する(政策提言Ⅱ)。これらの提言を通じて、地域特性を踏まえた事業承継支援策

および各支援機関の連携による事業承継支援体制を構築することで、「地域を支える中小

企業の存続・発展」を実現する。 

  

 

1 本稿での「地域特性」は、人口構成や産業構成、労働需給といった、その地域で特有の構造のことを指す。 
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第 1 章 現状分析・問題意識

 

第１節 中小企業の重要性と後継者不在問題 

第 1 項 日本経済における中小企業の重要性 

日本経済は、戦後の高度経済成長期を経て発展してきた。その中で、地域経済や雇用を

支え続けてきたのは中小企業2である。中小企業は、全企業数の 99.7%、従業員数の 70.2%、

付加価値額の 56.0%を占め、日本経済の基盤を形成している(図 1）。 

 

図 1 企業数・従業員数・付加価値額の事業者規模別割合 

(出典：中小企業庁「2021 年版中小企業白書」より筆者作成) 

 

また、中小企業は特に地方部において大きな存在感を発揮している。都道府県へのヒア

リング調査3では、新規企業による参入が容易ではないため、地域経済の維持において既存

企業の存続が重要であるとの指摘がみられた。Wongkaew et al.(2025)では、長期的な取引

関係を維持する企業ほど、取引先企業の退出後の代替先確保が困難であり、他社の廃業に

対して脆弱であることが示されている。さらに、企業密度の低い地方部では一社の廃業が

他社の連鎖的な退出を引き起こし、地域経済を不安定にする可能性が指摘されている。実

際、1 社の廃業によりサプライチェーンを寸断する恐れに発展しかねないという事例が確

 

2 本稿では、中小企業基本法による中小企業・小規模事業者の定義を用い、小規模事業者も含めて中小企業と表記する。 

3 鳥取県商工労働部企業支援課へのヒアリング調査(2025年 10 月 7日実施) 



6 

 

認されている地域4もある。このように、中小企業は地域経済の維持という観点でも大きな

役割を果たしている。 

第 2 項 中小企業の廃業と後継者不在問題 

 中小企業の休廃業・解散件数は近年増加傾向にあり、2024 年には約 6 万件に達した。

2024 年に休廃業した企業のうち、直前期の決算で当期純利益が黒字であった企業の割合は

51.1%を占めており、約半数の企業は経営が破綻していないにもかかわらず廃業に至って

いることを示唆している。休廃業の主な理由として、後継者の不在が挙げられる。特に、

「子供がいない」、「子供に承継意志がない」、「後継者が見つからない」といった要因

により、事業承継が実現することなく廃業を余儀なくされるケースが多く存在する。 

また、経営者の高齢化も進行している。2024 年には経営者の平均年齢が 63.59 歳と過去

最高を更新し、60 代以上の経営者が全体の 61.0%を占めた。中小企業庁が公表している

「事業承継マニュアル」では、「後継者の育成期間を含めれば、事業承継には 5 年～10 年

を要する。」と述べられている。経営者の急逝や健康上の理由による急な引退により廃業

を余儀なくされる事例も存在し、早期の承継準備が求められている。 

帝国データバンクでは、事業実態のある企業のうち、後継者が「いない」または「未定」

とした企業の割合を、「後継者不在率」として算出している。全国平均をみると、2017 年

の 66.5%をピークに年々減少傾向にあり、2024 年には 52.1%まで低下した。全国的には後

継者の不在に関して一定の改善がみられるものの、依然として約半数の企業では後継者が

確保されていない状況にある。また、後継者不在率を都道府県ごとにみると、2024 年時点

において全国で最も後継者不在率が高い秋田県が 72.3%に達しているのに対し、最も低い

三重県は 34.1%と、約 40 ポイントの乖離が確認される(図 2)。このことから、後継者不在

率には地域差が顕著に存在していることが分かる。 

  

 

4 山形県産業労働部産業創造振興課へのアンケート調査より抜粋 
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図 2 都道府県別の後継者不在率(2024 年) 

 

(出典：帝国データバンク 

「全国『後継者不在率』動向調査(2024 年)」より筆者作成) 

 

そこで、都道府県ごとの後継者不在率の傾向を把握するため、47 都道府県の中から、

2024 年において後継者不在率が低い順に 10 地域と高い順に 10 地域を抽出し、それぞれ

「低不在率グループ」5「高不在率グループ」とした(表 1)。 

後継者不在率の推移を比較すると、低不在率グループと全国平均は、水準に差があるも

のの改善の傾向はおおむね一致している。高不在率グループと全国平均は 2018 年まで同水

準で推移していたが、2018 年以降は改善幅に大きな乖離が生じている。とりわけ注目すべ

きは、後継者不在率が最も低い三重県の傾向である。三重県では 2018 年以降、後継者不在

率が急速に低下しており、2024 年時点で 34.1%と最も低い水準を維持している(図 3)。 

  

 

5 後継者不在率が全国で最も低い三重県は、他の地域と著しく異なる傾向を見せているため低不在率グループからは除

外して比較している。また、2021年における後継者不在率が確認できなかった佐賀県についても、本グループから除外

している。 
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表 1 低不在率グループと高不在率グループの比較(2024 年) 

低不在率グループ  高不在率グループ 

茨城県 (41.0%)  秋田県 (72.3%) 

鹿児島県 (41.3%)＿  鳥取県 (70.6%) 

千葉県 (42.2%)  島根県 (66.5%) 

和歌山県 (43.5%)＿  北海道 (65.7%) 

京都府 (44.2%)  沖縄県 (65.3%) 

山形県 (44.3%)  愛媛県 (61.4%) 

福島県 (45.1%)  大分県 (61.3%) 

滋賀県 (45.9%)  神奈川県 (60.5%)＿ 

熊本県 (46.5%)  徳島県 (60.2%) 

新潟県 (46.6%)  高知県 (60.0%) 

(出典：帝国データバンク 

「全国『後継者不在率』動向調査(2024 年)」より筆者作成) 

 

図 3 後継者不在率の推移(全国平均・低不在率グループ・高不在率グループ・三重県) 

 

(出典：帝国データバンク「全国『後継者不在率』動向調査(2024 年)」、 

「三重県内企業『後継者不在率』動向調査(2024 年)」より筆者作成) 
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第２節 現行の事業承継支援体制 

第 1 項 事業承継の形態 

事業承継の形態は、大きく三つに分類される。第一に、現経営者の子をはじめとした親

族に承継する「親族内承継」、第二に、親族以外の従業員に承継する「従業員承継」、第

三に、社外の企業や個人に対して株式譲渡や事業譲渡を行う「第三者承継」である。日本

では従来から親族内承継が主流であったが、少子化の進行や都市部への人口流出などを背

景に、親族内承継の割合は年々低下している。一方で、近年では親族以外へ事業を承継す

る従業員承継や第三者承継の割合が増加しており、事業承継の傾向が変化していることが

分かる。 

第 2 項 政府による事業承継支援 

 第 1 節で述べた通り、経営者の高齢化が進行する中で、中小企業の円滑な事業承継およ

びその支援は喫緊の課題となっている。この課題に対応するため、中小企業庁は全国規模

の支援策を総合的に展開している。本項では、中小企業庁が公表した「2024 年版中小企業

白書」の「事業承継・引継ぎ・再生等の支援」に基づき主要な支援策を整理し、分類した

上で紹介する。 

(1) 金融・資金面の支援策 

経営者にとって、承継時の資金負担が大きな障壁となるため、政府は税制や補助金、融

資制度等の支援策を整備している。代表的な例として、事業承継税制の特例措置がある。

これは、非上場株式の相続や贈与に伴う相続税・贈与税を猶予することで、資金負担を軽

減し事業承継を促進する施策である。平成 30 年度税制改正において、本税制は 10 年間限

定で抜本的に拡充されている。さらに、事業承継・M&A 補助金や経営者保証不要の保証

制度により、後継者が資金調達をしやすい環境を整備し、承継後の経営安定化にも資する

施策を展開している。 

 

(2) 相談窓口および支援拠点の整備・体制強化 

中小企業庁は、公的な事業承継の相談窓口として、2018 年より「事業承継・引継ぎ支援

センター」を各 47 都道府県に設置している。事業承継・引継ぎセンターでは、事業承継の

必要性を周知するとともに、承継計画の策定、実行支援に至るまでの個別事例に応じたサ

ービスを提供している。 
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(3) 後継者育成支援 

 中小企業庁は、後継者の育成を支援するため、後継者支援ネットワーク事業を実施して

いる。後継者が既存事業や経営資源を活用しながら、新規事業の企画や実行に向けた具体

的な行動を起こせるよう後押しするため、後継者が自身の事業アイデアを発表するピッチ

イベント「アトツギ甲子園」を開催している。 

 

 事業承継は、先に述べた政府施策を基盤として各地域において具体的な支援が実施され

ている。それらの支援は、都道府県のみならず、金融機関、商工団体、士業専門家6など多

くのアクターによって担われている。これらの支援機関の一部は、「認定経営革新等支援

機関」7 として中小企業庁から認定を受けている。事業承継・M&A 補助金や事業承継税制

の申請においては、認定経営革新等支援機関による支援の有無や指導および助言に基づく

承継計画の策定が申請要件とされていることから、事業承継において当該機関が果たす役

割は極めて大きい。 

第 3 項 各支援機関の連携体制 

 これまでに述べたように、事業承継支援は政府のみならず様々なアクターによって実施

されている。また、実施する支援の段階や内容についても各アクターによって異なること

から、単一の支援機関のみで事業承継支援を完結させることは困難である。そのため、役

割を分担した上で企業の事業承継に関する情報共有を行うなど、相互に連携することが重

要である。その中で、政府は事業承継・引継ぎ支援センターを中心として、事業承継ネッ

トワークを構築することで地域における支援機関の連携を促進している。このネットワー

クにより、支援機関のあいだでの情報共有や支援の連携を図っている。しかし、政府によ

る全国規模での支援体制の強化では、地域ごとの産業・人口構造や支援環境を十分に反映

できないという課題が残るため、各地域での具体的な支援内容や体制の強化が必要となる。

その中で、各支援機関と密接な関係を有する都道府県が、地域全体の支援機関の連携を促

進するハブ機関としての役割を果たすことが期待される。 

  

 

6 弁護士、税理士、公認会計士、中小企業診断士など国家資格を持つ専門家を指す。 

7 中小企業庁の「経営革新等支援機関認定制度」により、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実

務経験が一定レベル以上とされた個人、法人、中小企業支援機関等を指す。 
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第 4 項 三重県における関係支援機関の連携強化 

 前項で述べたように、事業承継支援は単一の支援機関のみで完結させることが困難であ

る。そのため、地域内の支援機関は、支援が必要な企業に関する情報共有や共同での支援

などによる連携を図る必要がある。その支援機関どうしの連携を強化するハブ機関として

の役割を果たしている都道府県の例として、三重県が挙げられる。 

 三重県では、2017 年度より開始された国の「事業承継ネットワーク事業」をもとに、

「三重県事業承継ネットワーク」が構築されている。公益財団法人三重県産業支援センタ

ーを事務局として、県や県内の商工会・商工会議所、金融機関、士業専門家と連携した支

援および情報共有が行われている。 

 事業承継支援の先駆的な取り組みとして、2018 年に発出された「三重県事業承継緊急宣

言」がある。経営者の高齢化に伴う廃業の増加が県内経済に及ぼす悪影響を県の重要課題

として捉え、企業経営者だけではなく、支援機関など、地域の総力を結集して行動を起こ

す必要性を対外的に発信したものである。本宣言を契機に、県内では金融機関、商工団体、

士業専門家が一体となり、早期承継の意識啓発と専門的支援の強化が進められた。また、

県内の金融機関や県外の民間企業との連携も三重県の大きな特徴として挙げられる。第三

者承継支援策の一環として、県は同年、株式会社ビズリーチと事業承継分野における包括

協定を締結した。それに伴い、県内の 8 つの金融機関8は同社と業務提携し、M&A プラッ

トフォームの周知と利用促進に努めている。 

このように、三重県の事業承継支援の特徴は、県のリーダーシップのもと、事業承継を

推進している点にある。地域内での危機感の共有や他機関との連携などにおいて、包括的

かつ実効性のある支援体制を実現している。 

 

  

 

8 ここでの県内の 8 つの金融機関とは、百五銀行、三重銀行、第三銀行、桑名信用金庫、北伊勢上野信用金庫、津信用

金庫、三重信用金庫、紀北信用金庫を指す。 
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第 3 節 問題意識 

 中小企業は現在、新型コロナウイルス感染症の影響や、原材料・エネルギー価格の高騰

等により厳しい経営環境に直面している。経済全体の成長という観点では、生産性の低い

企業の退出を促進するべきとの意見もあるが、実際には黒字であっても後継者の不在を理

由に廃業を余儀なくされる企業も多く存在している。既存の中小企業の存続は、地域の雇

用と経済の維持という観点で非常に重要である。また、経営者の高齢化が深刻化している

ことから、事業承継およびその支援の実現は喫緊の課題であるといえる。 

政府は後継者不在問題に対応するため、総合的な支援策を全国に展開している。しかし、

人口構造や産業構造といった地域特性や、支援機関数や人員数などの支援体制は地域ごと

に異なるため、後継者不在率の改善状況に地域差が見られると考えられる。 

したがって本稿では、「地域における支援体制が十分に事業承継を促進できていないこ

と」を問題意識とする。本稿の研究目的は、「地域間における事業承継支援策の効果の差

異とその要因を、定量、定性の両面から実証的に明らかにすること」である。また、これ

らの研究を通して、地域特性を踏まえた事業承継支援策および各支援機関の連携による支

援体制の構築を提言することで「地域を支える中小企業の存続・発展」を実現する。 
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第 2 章 先行研究及び本稿の位置づけ 

 

第１節 先行研究 

 本章では、事業承継支援に関する既存研究を整理する。先行研究は、事業承継が企業業

績に与える効果の異質性に関しての研究と、事業承継の選択が単一の経済的要因ではなく、

地域・産業・社会的要素の複合的相互作用によって形成されることを指摘した研究に分類

される。 

第 1 項 事業継承が企業業績に与える効果の異質性に関する先行研究 

 事業承継が企業業績に与える効果の異質性に関しての研究に、Bennedsen et al.(2007)、

Porfírio et al.(2019)がある。  

 Bennedsen et al.(2007)は、デンマークの家族企業を対象に、後継者の性別を利用した自

然実験により、家族 CEO 登用が企業業績に与える影響を分析した。その結果、家族 CEO

登用は企業業績を有意に低下させるが、その影響はガバナンス制度・労働市場の厚み・投

資家保護制度といった制度環境の質によって大きく変動することが示された。 

 Porfírio et al.(2019)は、ポルトガルおよびギリシャの家族企業 128 社を対象に、文化

的・制度的文脈の違いが事業承継プロセスに与える影響を比較分析した。本先行研究では、

後継者の準備度、家族関係の質、企業文化、外部支援の利用度などを指標化し、fsQCA(質

的比較分析)を用いて事業承継の成功条件を特定している。その結果、制度的支援が整った

ポルトガルでは、後継者教育や外部専門家の関与が承継の成功を高める一方、社会的ネッ

トワークや家族の信頼関係が重視されるギリシャでは、家族間の結束と価値共有が承継成

功の主要要因となることが明らかになった。これらの結果から、制度的整備の水準や文化

的価値観の差異が、承継行動のパターンおよび成功要因を左右することが明らかとなった。

ここでいう承継の成功とは、承継後に企業が安定的に運営され、業績や組織の持続性が維

持されている状態を指す。すなわち、承継後の経営成果や家族関係の調和を含む総合的な

成功である。 

 したがって本先行研究 2 つは、事業承継が企業業績に及ぼす効果が、制度的支援や文化

的環境といった外的要因によって異質的に現れることを示唆しているといえる。 
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第 2 項 事業承継選択の複合的交互作用に関する先行研究 

 事業承継の選択が単一の経済的要因ではなく、地域・産業・社会的要素の複合的相互作

用によって形成されることを指摘した研究に、森下(2023)および 石川(2017)がある。 

 森下(2023)は、日本の中小企業を対象に、M&A 承継に着目して分析を行い、事業承継

の実現可能性を規定する要因を多面的に検討した。本先行研究では、経営者の年齢や企業

規模といった経済変数に加え、後継者候補の確保、地域金融機関との関係、取引先ネット

ワーク、従業員の定着率といった人的・制度的・社会的要因を組み合わせてロジスティッ

ク回帰分析および OLS 重回帰分析を用いて分析している。分析結果、承継困難の背景には、

資金調達や税制よりも、地域社会における企業間ネットワークや経営者の心理的要因など、

目に見えにくい構造的要因が大きく影響していることが示された。すなわち、事業承継は

単なる経済合理性の問題ではなく、地域社会・人的資本・制度環境が複合的に作用する社

会的プロセスであることを明らかにした。 

 石川(2017)は、地域文化や社会関係資本の観点から、事業承継がどのように地域特性に

よって規定されるかを分析した研究である。中小企業経営者へのヒアリングおよび地域別

事例分析を通じて得た、地域別事例データを用いた統計的クロス集計と相関分析を用いて、

後継者不在・黒字廃業が特定の地域で集中して発生している実態を明らかにした。本先行

研究では、地域ごとの文化的価値観、家業観、コミュニティにおける人材循環の弱体化と

いった地域社会の構造的特性が、経営者の承継意識や後継者確保の困難さに直結している

ことを指摘している。その上で、事業承継を単なる経営課題としてではなく、地域文化・

社会構造の変化に伴う制度的課題として捉え、地域固有の条件に応じた承継支援の必要性

を提起している。 

第 3 項 先行研究の整理と限界点 

 以上のように、既存研究は事業承継の制度的背景や複合的な要因を個別に論じてきたも

のの、地域社会の構造的条件と制度的支援環境の双方を統合的に評価し、その相互作用を

定量的に検証した研究は非常に限られているといえる。本稿はこの点に着目し、人口・産

業・経済・支援体制を包括する指標を構築することで、地域間における事業承継リスクの

差異を定量的に検証し、その改善に寄与することを目的とする。 

第２節 本稿の新規性 

 本稿は、既存研究の成果を踏まえつつ、地域構造と制度的支援環境の双方から事業承継

リスクを実証的に検討することを目的とする。既存研究が事業承継を制度的側面や企業内

部要因のような、単一の要因に限定して扱ってきたものがほとんどであったのに対し、本
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稿では、人口動態、産業構造、経済環境、支援体制のような地域独特の特徴を統合的に捉

えることで、地域レベルでの承継リスク構造を明らかにすることを目的とする。 

 本稿の新規性は 2 つある。 

 1 つ目は、制度的・地域的文脈を考慮した検証を導入している点である。Bennedsen et 

al.(2007)や、Porfírio et al.(2019)が示したように、事業承継の成果は制度環境や地域特性

によって左右される。本稿ではこの視点を国内分析に適用し、2018 年に三重県で実施され

た「三重県事業承継緊急宣言」を自然実験とみなして、合成コントロール法を用いた政策

効果の推定を行う。これにより、特定の制度環境下において支援体制の整備が地域の構造

的リスクに与える影響を定量的に検証し、地域条件に依存した政策効果の存在可能性を示

唆する。 

 2 つ目は、事業承継リスクを構成する多次元的要因を統合した指標を構築し、地域間比

較を可能にした点である。従来、経営者の高齢化率や中小企業比率といった単一指標によ

る断片的分析が主流であったが、本稿では主成分分析を用いて複数のリスク要素を集約し、

地域ごとの潜在的リスク水準を定量的に評価する。これにより、事業承継の困難さを単一

要因ではなく構造的リスクとして可視化することを試みる。 

 以上の 2 点により、本稿は、地域の構造的リスクと政策的支援効果を同一分析枠組みの

中で統合的に評価する点で既存研究を発展させるものであり、今後の地域特性に応じた事

業承継支援の方向性を提示することを目的とする。  
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第 3 章 理論・分析 

 

第１節 分析の方向性 

 本章では、三重県が 2018 年に発出した「三重県事業承継緊急宣言」を中心とする地域政

策効果を検証し、今後の地域的・制度的な承継支援のあり方を検討する。具体的には、合

成コントロール法(Synthetic Control Method：以下、SCM とする)、独自に構築した承継

リスク指数(Succession Risk Index：以下、SRI とする)、および都道府県へのヒアリング調

査等による定性分析を組み合わせ、政策の効果とその背景要因を定量・定性の両面から明

らかにすることを目的とする。 

 分析Ⅰでは、「三重県事業承継緊急宣言」が後継者不在率の改善に与えた影響を、SCM

により推定する。三重県を処置群、他の 46 都道府県をドナー群として、政策実施前の傾向

を基準に合成対照県を構築し、2018 年以降の政策効果を乖離として検証する。これにより、

制度導入が後継者不在率の低下や事業承継促進にどの程度寄与したのかを定量的に把握す

る。 

 分析Ⅱでは、地域に内在する構造的な承継リスクを可視化するため、本研究で独自に構

築した SRI を用いる。SRI は、人口構成・産業構造・経済環境・地域基盤などの複数の側

面を主成分分析により統合した指標であり、地域間で異なる事業承継環境を多面的に数値

化し、各地域の承継リスクの強度とその構成要因を相対的に示す合成指標である。本指数

の目的は、地域の社会経済的条件を踏まえ、政策によるアプローチの優先順位づけや支援

対象地域のターゲティングに資することである。 

 さらに、分析Ⅲとして、都道府県職員へのヒアリングを通じて、定性面から政策の実効

性を左右する要因を検討する。これは、制度の効果が数値として現れる背景にある現場の

課題や成功要因を明らかにし、政策が持続的に機能するための条件を整理することを目的

とする。 

第２節 分析Ⅰ：SCM による三重県における施策の効果評価 

第 1 項 分析の目的と検証仮説  

(1) 分析の目的  

 分析Ⅰでは、「三重県事業承継緊急宣言」が後継者不在率の改善に与えた影響について

分析する。施策実施後の三重県における後継者不在率の推移を、SCM を用いて、他県との

比較を通じて分析することで、三重県での政策介入が中小企業の事業承継環境に与えた影
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響を明らかにする。  

  

(2) 検証仮説  

 分析Ⅰでは以下の仮説を検証する。  

・都道府県(三重県)による独自の事業承継施策は後継者不在率を低下させる。 

 三重県では 2018 年の「三重県事業承継緊急宣言」を契機に、早期の承継支援や多岐にわ

たる機関間での連携など、他都道府県に先駆けた取組が進められた。こうした支援体制の

整備により、事業承継に関する意識の向上やマッチングの円滑化が進み、後継者不在率の

改善につながったと考えられる。  

第 2 項 変数と使用データ 

 分析Ⅰでは、2010～2024 年の 47 都道府県データを用い、SCM により政策効果を検証し

た。2018 年に「三重県事業承継緊急宣言」を実施した三重県を処置群、他の 46 都道府県

を対照群とし、後継者不在率や経済規模、労働人口構成などをもとに合成対照群を作成し

たうえで、政策導入前後の推移を比較した。9 使用した主要なデータ源は、「中小企業庁 

事業承継レポート」および「国勢調査」、「経済センサス」、「総務省統計局」等の公的

統計である。  

  

(1) 被説明変数：後継者不在率  

 被説明変数に用いる後継者不在率とは、現経営者が「後継者が決まっていない」と回答

した企業の割合を示す指標であり、地域の中小企業における事業承継の進捗状況やリスク

を把握する上で有効である。本稿では、都道府県別に集計された後継者不在率データを用

い、年度ごとの変化を分析対象とする。  

 後継者不在率データは、主に帝国データバンクや中小企業庁等の統計情報に基づき集計

されており、都道府県単位での経年比較が可能である。 

  

(2) 説明変数(共変量)：総人口、労働力人口、有効求人倍率、廃業率、県民所得、平均経

営者年齢、財政力指数 

 説明変数には、都道府県ごとの社会経済的特性や事業環境を表す指標を用いる。具体的

には、総人口、労働力人口、有効求人倍率、廃業率、県民所得、平均経営者年齢、財政力

指数の 7 つの変数を採用した。これらの変数は、地域の経済規模や人口動態、労働需給構

造、経営環境、政策実施能力など、後継者不在率に影響を及ぼすと考えられる多面的な要

因を包括的に捉えるものである。  

 

9 詳細は APPENDIX に記載。 
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まず、総人口および労働力人口は、地域における労働供給基盤の規模を示す。人口減少

が進む地域では、後継者候補となる人材そのものが縮小し、承継の機会が限定される傾向

にある。また、有効求人倍率は労働市場のひっ迫度を表し、人手不足が深刻な地域では、

経営者が後継候補を外部から確保することが困難になる可能性がある。  

 次に、県民所得は地域の所得水準を表し、経営者や後継候補者の経済的誘因に関係する。

所得が高い地域では承継後の事業収益性や生活安定性が高く、後継者が確保されやすいと

考えられる。一方、所得水準が低い地域では、家業を継ぐ経済的動機が弱まり、後継者不

在率の上昇を招く可能性がある。  

 廃業率は地域の中小企業動態を反映する指標であり、企業環境の厳しさや経営者交代の

進み具合を間接的に示す。廃業率が高い地域では、事業承継支援が十分に機能していない

可能性が高く、後継者不在率も相対的に高くなると推察される。また、平均経営者年齢は

事業承継リスクの顕在化を直接的に示す変数であり、高齢化の進行が早い地域ほど、後継

者不在の問題が顕在化しやすいと考えられる。  

 最後に、財政力指数は都道府県の財政的な余力を表し、事業承継支援や企業支援施策を

実施する能力の差を反映する。財政的に豊かな都道府県では、中小企業支援策の展開や専

門相談窓口の整備などを通じて、後継者不在率の改善に寄与する可能性がある。  

 本稿では、これらの説明変数を用いることで、各都道府県における経済・人口・政策的

背景の違いを統制しつつ、施策導入の純粋な効果を識別することを目指す。なお、データ

は主として総務省統計局、厚生労働省、帝国データバンク、中小企業庁などの公的統計に

基づいて作成した。  

 また、県民所得、総人口、労働力人口の 3 つの変数については、都道府県間での絶対値

のばらつきが大きく、また規模の違いによる非線形性が強いと考えられるため、対数変換

を行った。対数化することで、スケールの異なる地域間の比較が容易になり、また変数間

の関係を線形に近似できるようになる。特に県民所得や人口変数は、単位の大きさが異な

ることで推定における重みづけに偏りを生じる可能性があるため、対数化によって分布の

歪みを抑え、安定した推定結果を得ることを目的とした。  

  

(3) 基本統計量  

 基本統計量は表 2 の通りである。また、共変量について三重県の値、対照群の平均値、

合成三重県の値は表 3 の通りである。対照群における共変量の平均値に比較すれば、合成

三重県の共変量の値は実際の三重県の値に概ね当てはまっていることが分かる。 
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表 2 基本統計量 

変数名 単位 観測数 平均 標準偏差 最小値 最大値 

後継者不在率 % 427 59.1 10.3 29.4 86.2 

対数総人口 人 705 14.5 0.778 13.2 16.5 

対数労働力人口 人 705 13.8 0.79 12.6 16.0 

対数県民所得 円 480 15.6 0.897 14.0 18.3 

有効求人倍率 倍 705 1.16 0.37 2.13 2.13 

廃業率 % 564 2.48 0.91 1.19 7.99 

平均経営者年齢 歳 516 60.8 2.14 57.1 66.1 

財政力指数 % 658 0.493 0.185 0.221 1.2 

(筆者作成) 

表 3 三重県の値、対照群の平均値、合成三重県の値 

変数名 三重県 対照群 合成三重県 

後継者不在率 66.8 58.4 66.7 

対数総人口 14.4 14.5 14.4 

対数労働力人口 13.8 13.8 13.8 

対数県民所得 15.5 15.6 15.6 

有効求人倍率 1.24 1.11 1.19 

廃業率 1.78 1.82 1.98 

平均経営者年齢 59.5 60.1 60.0 

財政力指数 0.572 0.479 0.559 

(筆者作成) 

第 3 項 分析モデル 

 本分析Ⅰでは、後継者不在率を被説明変数として用いる。後継者不在率は各都道府県に

おける中小企業の承継環境を示す指標であり、政策的な支援の効果を把握する上で適切な

変数である。  

 三重県では 2018 年に「三重県事業承継緊急宣言」が発出され、早期の承継支援や多岐に

わたる機関間での連携など独自の施策が展開された。本分析では、この施策が後継者不在

率に与えた影響を明らかにするため、2018 年を処置年と置き、三重県を処置群とし、他の

都道府県を対象群として比較する分析を行う。  

 本研究では、後継者不在率のように政策導入前後で継続的に変化するデータを対象とす

るため、単純な平均比較や回帰分析では、地域構造や時系列トレンドの影響を十分に除去

できない。さらに、本件のように政策を実施したのが三重県のみである場合、差の差法の

ような群間推定手法は統計的に適用が困難である。そこで本分析では、政策導入前の社会
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経済的特徴が三重県に近い都道府県を加重平均で組み合わせ、反事実的な合成三重県を構

築することで、政策効果を識別した。合成三重県の構築にあたっては以下のように立式す

ることができる。  

 

【モデル式】 

𝑌𝑖𝑡
𝑁 = 𝛿𝑡 + 𝜃𝑡ℤ𝑖 + 𝜆𝑡𝜇𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 

 

【変数】 

          𝑌𝑖𝑡
𝑁：合成三重県の後継者不在率 

           𝛿𝑡：時間固有効果 

        ℤ𝑖：共変量 

        𝜇𝑖：観測されない構造 

        𝜀𝑖𝑡：誤差項 

 

 また、施策導入後である 2018 年以降において、実際の三重県の後継者不在率と合成三重

県の推計値を比較することで、政策介入の純粋な効果を捉える。  

 本分析では、統計的推測として in-space プラセボ分析を行う。 in-space プラセボ分析と

は、処置を受けていない都道府県を仮想的に処置対象とみなし、三重県と同様の手順で合

成コントロールを作成し、実測値と合成値の乖離の大きさを比較する手法である。すなわ

ち、対照群内の各都道府県について、処置前後の平均二乗予測誤差(Mean Squared 

Prediction Error：MSPE)を計算し、その比率を算出する。この比が大きいほど、処置効果

が大きく表れていると解釈できる。処置対象(三重県)の MSPE 比が、他県のプラセボ比に

比べて極端に大きい場合、事業承継施策が後継者不在率に統計的に有意な影響を与えたと

判断する。  

 なお、Abadie et al.(2010)に従い、仮説検定における帰無仮説を「『三重県事業承継緊急

宣言』は後継者不在率に影響を与えない」と設定し、処置対象の MSPE 比が全体の分布に

おける順位の上位に位置するかどうかをもって、正確 p 値を算出する。これにより、得ら

れた処置効果の統計的有意性を明示的に評価する。 

第 4 項 分析結果 

 図 4 は SCM を用いた推定結果となっている。処置対象は三重県のみであり、その他の

46 都道府県を対照群として推定を行った。図中の縦軸は後継者不在率、横軸は年を表して

いる。また、実線は三重県の後継者不在率の実測値を、破線は合成コントロールにより構

築された「合成三重県」の推移を表している。2011 年から 2017 年の処置前年において、

両者の推移は概ね一致しており、モデルが妥当な反実仮想を再現していることが確認でき
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る。  

 しかし、2018 年以降に両者の乖離が生じ、実線は破線を下回る傾向が見られた。これは、

2018 年に実施された「三重県事業承継緊急宣言」および関連施策が、後継者不在率の改善

に寄与したことを示唆している。すなわち、同県が独自に進めた事業承継支援体制の整備

や早期アプローチ施策が、事業承継環境の改善に一定の効果をもたらした可能性がある。  

 また、SCM の結果グラフのみでは、統計的根拠にはいささか乏しいといえる。そこで、

次にプラセボ分析と正確 p 値を用いて統計的な仮説検証を行う。  

 

図 4 後継者不在率の推移 

 

(筆者作成) 

 

 図 5 は in-space プラセボ分析の結果を示している。縦軸は処置効果(実測値と合成値の

差)、横軸は年を表している。太線は処置対象である三重県、細線は各ドナー県を仮想的に

処置対象とみなした場合の推定結果である。処置前期間においては、三重県と他県の効果

は概ね 0 付近で推移しており、特定の地域で顕著な乖離は見られない。これは、合成コン

トロールがプレ期間の動きを十分に再現できていることを示している。  

 一方で、2018 年の政策導入以降、三重県を表す太線は他県のプラセボ線と比較して大き

くマイナス方向に乖離している。これは、三重県の後継者不在率が合成コントロールと比

べて顕著に低下したことを意味し、施策による正の効果が存在する可能性を示唆している。

なお、プレ期間の適合度が著しく低い県はプラセボから除外している。具体的には三重県

の MSPE の 3 倍以下である県のみを採用しており、政策効果の統計的有意性を厳密に検証

している。  
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図 5 in-space プラセボ分析結果 

 

(筆者作成) 

 

 図 6 は、全ての都道府県における処置前後のルート平均二乗予測誤差(Root Mean 

Squared Prediction Error：MSPE：以下、RMSPE とする)の比をヒストグラムとして示し

ている。横軸は各県の処置前後の RMSPE 比、縦軸は該当範囲に含まれる都道府県数を表

す。 RMSPE は実測値と推測値との乖離の大きさを表す指標であり、政策介入後に乖離が

拡大していれば、その地域では他の地域に比べて実際の値と合成値の差が顕著であること

を意味する。  

 本研究では、SCM による処置効果の統計的有意性を確認するために、Abadie et 

al.(2010)にならい、プレ期間とポスト期間における RMSPE の比を用いて検定を行った。

もし三重県の事業承継支援施策に実質的な効果が存在するならば、処置後の誤差は他県に

比べて大きくなるはずである。  

 ヒストグラムを見ると、太棒は対照群の分布を、細棒は処置県である三重県を表してい

る。多くの県の RMSPE 比が 1.0 付近に集中している一方で、三重県は右端に位置し、明

らかに高い値を示している。このことから、三重県の事業承継施策導入後に実測値と合成

値の乖離が顕著に拡大した、すなわち政策が後継者不在率の改善に有意な影響を与えたこ

とが示唆される。  
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 さらに、正確 p 値を算出したところ、p=0.038 であり、5%水準で統計的に有意であるこ

とが確認された。なお、正確 p 値の算出方法は以下の通りである。 

 

1.介入年をΤ0、処置県を𝑖∗として因果効果の値(𝛼𝑖𝑡)を計算する。 

𝛼𝑖𝑡 = 𝑌𝑖𝑡 − 𝑌𝑖𝑡
𝑁 

2.(1) 平均絶対因果効果の値を計算をする。 

𝑇𝑖 =
1

𝑇1
∑𝑡≥𝑇0

|𝛼𝑖𝑡| 

 (2) プレ MSPE、ポスト MSPE の値を計算し、RMSPE 比(𝑅𝑖)を計算する。 

𝑀𝑆𝑃𝐸𝑖
𝑝𝑟𝑒

=
1

𝑇0−1
∑𝑡<𝑇0

𝛼𝑖𝑡
2  , 𝑀𝑆𝑃𝐸𝑖

𝑝𝑜𝑠𝑡
=

1

𝑇1
∑𝑡≥𝑇0

𝛼𝑖𝑡
2  , 𝑅𝑖 =

√𝑀𝑆𝑃𝐸𝑖
𝑝𝑜𝑠𝑡

√𝑀𝑆𝑃𝐸𝑖
𝑝𝑟𝑒

 

3.各対照群の都道府県𝑗 を仮の処置対象として同様の計算を行う(in-space プラセボを作る)。 

 (※計算の際に対照群から𝑗自身は除外する。) 

4.正確 p 値を計算する。 

𝑝̂ =
1 + ∑𝑗∈対照群1{𝑅𝑗 ≥ 𝑅𝑖∗ }

1 + 対照群の数
 

5.解釈は、「 𝑝̂  が小さいほど、処置対象で観測された効果が対照群では稀であり、偶然に

生じた可能性が低い」である。 

 

 これにより、三重県における独自施策の導入が後継者不在率の改善に対して他県と比べ

て有意な効果をもたらしたと結論づけられる。 

 

図 6 処置前後の RMSPE 比分布のヒストグラム 

 

(筆者作成) 
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第３節 分析Ⅱ：承継リスク指数の構築 

第 1 項 分析の目的と検証仮説 

 本節では、地域における事業承継リスクの構造的要因を多面的に把握するために、複数

の先行研究を参考にして独自に構築した SRI を用いて分析を行う(参考にした先行研究につ

いては第 3 項で詳細に後述)。SRI は、各都道府県の人口動態・産業構造・経済環境・支援

体制などの複数の要素を統合的に評価し、地域間における事業承継リスクの差異を定量的

に把握することを目的とするものである。 

 従来、事業承継問題の分析は、経営者の高齢化や中小企業比率などの単一指標に依拠す

る傾向が強かった。しかし、実際の事業承継問題は、地域の人口構造や産業集積、経済的

条件、さらには支援体制の整備状況といった複合的な要因の相互作用によって形成される。

こうした観点から、本稿では、これらの要素を包括的に捉える指標として SRI を構築し、

地域のリスク構造を可視化することを試みる。 

 

 分析の枠組みは、以下の 3 つの仮説に基づく。 

・仮説 1（人的リスク仮説）：経営者の高齢化や労働人口の減少が進む地域ほど、事業承

継リスクが高い。 

・仮説 2（産業リスク仮説）：中小企業比率が高く、特定産業への依存度が大きい地域ほ

ど、事業承継リスクが高い。 

・仮説 3（支援体制仮説）：認定経営革新等支援機関や商工会・商工会議所などの支援ネ

ットワークが整備されている地域ほど、事業承継リスクが低い。 

 

 本稿においては、仮説 1 および 2 を「構造的要因」として捉え、各地域が抱える基礎的

リスクの診断に用いる。一方で、仮説 3 は「制度的・政策的要因」として位置づけ、政策

介入による改善可能性を有する変数として重視する。すなわち、SRI はこれら三つのリス

ク要因を統合的に計測することで、地域の承継リスク構造を明らかにし、今後の支援政策

の重点化や地域ターゲティングの基礎資料とすることを目的とする。 

 最終的には、SRI により抽出された高リスク地域を対象に、認定経営革新等支援機関を

中心とした支援体制の整備の拡充が、どのように承継リスクの低減に寄与し得るかを検討

する。なお、認定支援機関連数のラグ(t-1)を用いた OLS 重回帰分析を併用し、短期的な遅

効性の有無を検証する。 
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第 2 項 変数とデータ 

 分析Ⅱでは、2010 年から 2024 年までの 47 都道府県を対象とするパネルデータを用い、

地域の事業承継リスクを定量的に把握するため SRI を構築した。 

 分析で用いる変数は、理論的関連性に基づき、(1)人口動態、(2)産業構造、(3)経済環境、

(4)支援体制という 4 つの領域に分類した。これらは全て都道府県レベルで年次的に整備さ

れ、公的統計および一部民間データを基に構成されている。以下では、各領域の内容とデ

ータ特性を概説する。 

 

(1) 人口動態要因 

 人口動態要因は、経営者の年齢構成や労働力人口の比率といった人的側面を表す。使用

した変数は、経営者平均年齢、高齢化率、労働力人口比率の 3 つであり、いずれも 2010 年

から 2024 年の全期間で観測が得られている。これらの要素は、地域の承継人材基盤を示す

ものであり、経営者の高齢化や労働人口の減少は承継リスクを高める方向に作用すると考

えられる。 

(2) 産業構造要因 

 産業構造要因には、建設業・製造業・小売業・サービス業の従業者数に加え、小規模企

業比率および中規模企業比率、一次産業割合を含めた。これらは地域経済の産業構成と企

業規模の特徴を表す変数群である。データは主として経済センサスに基づき、2012・

2014・2016・2021・2024 年の 5 時点で観測される。 

(3) 経済環境要因 

 経済環境要因として、一人当たり県内総生産、有効求人倍率、失業率を採用した。これ

らは地域の経済活力や労働市場の需給バランスを示す指標であり、企業の継続可能性や後

継者確保に間接的な影響を与えると考えられる。 

(4) 支援体制要因 

 地域の承継支援環境を表す要因として、認定経営革新等支援機関数、金融機関数、支援

センター設置ダミー、商工会数、商工会議所数を採用した。特に認定経営革新等支援機関

数は 2017 年以降、全都道府県で網羅的に観測されており、地域ごとの支援体制の充実度を

測定する主要変数である。一方で、商工会数および商工会議所数は単年度データであるた

め、主に地域水準の補足的指標として用いる。 

 

 基本統計量は表 4 の通りである。 
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表 4 基本統計量 

変数名 単位 観測数 平均 標準偏差 最小値 最大値 

後継者不在率 ％ 427 59.077 10.318 29.4 86.2 

平均経営者年齢 歳 516 61.549 2.036 57.10 66.07 

高齢化率 ％ 705 0.288 0.037 0.172 0.394 

労働力人口比率 ％ 705 0.527 0.024 0.471 0.611 

建設業従事者数 人 235 71562.259 95468.664 13199 644934 

製造業従事者数 人 235 195829.263 360738.525 20655 2351837 

小売業従事者数 人 235 196864.306 347541.334 27212 2403283 

サービス業従事者数 人 235 380154.455 959439.514 37607 7393815 

小規模企業比率 ％ 188 86.286 1.622 80.3 89.8 

中規模企業比率 ％ 188 13.537 1.532 10.1 18.6 

県内一人当たり GDP 円/人 480 12812410.360 18455933.470 
172793

4 
120219929 

有効求人倍率 倍 705 1.163 0.365 0.29 2.13 

完全失業率 ％ 705 2.950 1.024 1.175 7.450 

総人口 人 705 2689134.751 2721917.053 531000 14178000 

第一次産業比率 ％ 480 0.276 2.051 0.0003 34.033 

認定経営革新等支援機関数 - 376 133.457 203.451 8 1759 

金融機関支店数 - 376 423.731 350.829 119 2104 

事業承継・引継ぎセンターダミー - 705 0.672 0.469 0 1 

商工会数 - 47 34.808 23.342 13 153 

商工会議所数 - 47 10.957 6.701 2 42 

(筆者作成) 

第 3 項 構築方法 

 本項では、SRI の構築手順を示す。本指数は、地域の人口構造・産業構造・経済環境・

支援体制といった複数の側面を統合的に評価し、地域に内在する潜在的な事業承継リスク

を数量的に表すことを目的とする。 

 本指数の構築にあたっては、複合指標構築に関する国際的ガイドラインである OECD 

(2005)「Handbook on Constructing Composite Indicators」の方法論を参照し、理論的枠組

みの明確化、変数の選定、標準化、主成分分析による次元圧縮、および重み付け・集計の

各段階を体系的に実施した。 

 また、指標の構造面においては、Raduszynski et al.(2023)が示した「社会的脆弱性指数

(Social Vulnerability Index)」の設計思想を参考にした。同研究では、地域における脆弱性

を人口動態、経済環境、アクセス性などの複数の側面から定量化し、主成分分析等用いて
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統合指標を構築している。本研究の SRI もこの枠組みを応用し、地域の人口構造・産業構

造・経済環境・支援体制の 4 領域を統合的に評価することで、地域に内在する承継リスク

を多面的に捉えることを目指した。 

 SRI の具体的な構築手順は、(1)変数の整理と標準化、(2)主成分分析による次元圧縮、

(3)寄与率および後継者不在率との相関に基づく重み付け、(4)統合スコアの算出という 4

段階で構成される。 

 

(1) 変数の整理と標準化 

 すべての変数は単位やスケールが異なるため、平均 0・分散 1 に標準化した上で分析に

用いた。 

(2) 主成分分析による次元圧縮 

 各領域内で多数の変数が相互に相関することから、多重共線性を避けつつ情報を集約す

るため、主成分分析を実施した。 

 領域ごとに第 1 主成分のみを抽出し、その主成分得点をそれぞれ「人口動態スコア」

「産業構造スコア」「経済環境スコア」「支援体制スコア」として利用した。主成分は各

領域における特徴を代表する合成指標であり、例えば「人口動態スコア」は高齢化や労働

力構成といった人口特性の総合的な水準を示す。 

 また、各主成分の寄与率（第 1 主成分が説明する情報量の割合）は、分析の信頼性を確

認する目的で記録し、後述する重み付けの算定にも用いた。 

(3) 寄与率および後継者不在率との相関に基づく重み付け 

 各主成分スコアの方向性は統一されていないため、後継者不在率との相関を算出し、負

の相関を示す主成分については符号を反転させた。これにより、全てのスコアが値が大き

いほどリスクが高い方向で整合するように調整した。 

 次に、各領域の寄与率と後継者不在率との絶対相関係数を掛け合わせ、その積を相対化

して領域ごとの重みを設定した。これは、主成分の説明力と実際の承継リスクとの関連性

の双方を反映させるためである。 

 この重み付けにより、よりリスクとの関連が強く、かつ情報量の多い領域が最終スコア

により大きく寄与するよう設計した。 

(4) 統合スコアの算出 

 各都道府県の SRI は、4 つの主成分スコアを対応する重みで加重平均することによって

算出した。得られた値は標準化を施し、比較可能な尺度に統一した。 

 これにより、全国 47 都道府県における承継リスクの相対的な高さを一つの指標として可

視化することが可能となった。 
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第 4 項 分析結果と仮説検証 

(1) SRI 構築結果 

 本項では、前項で構築した SRI を用い、地域別の事業承継リスクの現状とその変化を分

析する。特に、2022 年から 2024 年にかけての SRI の変化量に着目し、直近のリスク動向

を把握した上で、悪化傾向を示す地域を重点的な政策ターゲットとして抽出した。 

 2022 年と 2023 年、2024 年時点の SRI は表 5 の通りである。まず、全体的な SRI 分布を

見ると、東京都や大阪府、愛知県などの大都市圏で相対的に高い水準が観測された。これ

は、経営者の高齢化や親族内承継率の低下、サービス産業の比重拡大など、構造的要因に

よるものであり、長期的・人口動態的な性格が強い。こうした都市圏の高リスクは、人口

集中や産業集積などの構造的条件に根差しており、短期的施策による改善は困難である。

したがって、地域構造に起因する恒常的リスクとして把握し、動態的な変化を観測する対

象とすることが妥当である。 

 一方、2022 年から 2024 年にかけての SRI の年次変化を計算した結果、全体の約半数の

都道府県でリスクスコアが上昇しており、リスクが動態的に高まりつつある地域を確認す

ることができる。このように、単年度のリスク水準だけでなく直近の変化率に注目するこ

とで、従来から高リスク構造を抱える地域と、近年リスクが高まりつつある地域とを明確

に把握できる。また、これらの地域は、構造的にリスクが中、高位にあるうえに、短期的

にもリスクが上昇している地域として特に注視すべきである。すなわち、これらの地域は、

今の段階で支援体制を強化することにより、将来的な構造的リスクの固定化を防ぐ余地が

あるといえる。 

 

表 5 各都道府県の SRI の値(2022 年～2024 年)とその差 

(色付きの部分は 2 年間で SRI の値が悪化している都道府県) 

都道府県名 2022 2023 2024 2023-2022 2024-2023 2024-2022 

北海道 0.925 0.872 0.746 -0.525 -0.126 -0.178 

青森県 -0.120 -0.854 -1.010 -0.142 -0.155 -0.297 

岩手県 -1.180 -0.919 -0.976 0.257 -0.057 0.200 

宮城県 0.104 -0.003 -0.003 -0.107 0.000 -0.107 

秋田県 -1.290 -1.290 -1.510 0.002 -0.224 -0.222 

山形県 -1.110 -1.170 -1.190 -0.053 -0.023 -0.075 

福島県 -0.185 -0.400 -0.583 -0.215 -0.182 -0.397 

茨城県 0.489 0.113 -0.071 -0.376 -0.183 -0.560 

栃木県 -0.294 -0.168 -0.354 0.126 -0.186 -0.060 

群馬県 0.090 0.047 -0.085 -0.043 -0.131 -0.175 

埼玉県 1.070 0.731 0.836 -0.335 0.106 -0.229 
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都道府県名 2022 2023 2024 2023-2022 2024-2023 2024-2022 

千葉県 0.813 0.344 0.442 -0.469 0.098 -0.371 

東京都 3.720 4.030 3.970 0.314 -0.059 0.225 

神奈川県 1.600 1.100 1.120 -0.500 0.014 -0.486 

新潟県 -0.212 -0.441 -0.523 -0.229 -0.082 -0.310 

富山県 -0.606 -0.973 -0.780 -0.367 0.193 -0.174 

石川県 -0.289 -0.256 -0.150 0.033 0.107 0.140 

福井県 -1.110 -0.645 -0.489 0.460 0.156 0.616 

山梨県 -0.636 -1.030 -1.000 -0.391 0.023 -0.368 

長野県 -1.040 -0.624 -0.587 0.413 0.036 0.423 

岐阜県 -0.375 -0.553 -0.341 -0.196 0.212 0.016 

静岡県 0.051 0.163 0.167 0.112 0.004 0.117 

愛知県 1.460 1.670 1.910 0.208 0.240 0.448 

三重県 -0.141 0.063 0.138 0.204 0.075 0.280 

滋賀県 0.171 0.070 0.246 -0.101 0.176 0.074 

京都府 0.489 0.207 0.348 -0.282 0.141 -0.141 

大阪府 2.370 2.590 2.580 0.215 -0.003 0.211 

兵庫県 1.210 1.250 1.250 0.033 0.000 0.033 

奈良県 -0.412 -0.291 -0.285 0.120 0.006 0.127 

和歌山県 -0.328 -0.494 -0.328 -0.167 0.166 -0.001 

鳥取県 -0.833 -0.544 -0.634 0.289 -0.089 0.200 

島根県 -1.260 -1.090 -0.587 0.167 0.507 0.675 

岡山県 0.043 0.161 0.194 0.119 0.033 0.151 

広島県 0.243 0.657 0.609 0.413 -0.048 0.365 

山口県 -0.390 -0.511 -0.434 -0.121 0.078 -0.044 

徳島県 -0.885 -0.254 -0.600 0.631 -0.346 0.285 

香川県 -0.751 -0.324 -0.328 0.427 -0.004 0.423 

愛媛県 -0.241 -0.240 -0.106 0.001 0.134 0.134 

高知県 -0.933 -1.070 -1.010 -0.133 0.053 -0.080 

福岡県 1.260 1.330 1.210 0.071 -0.118 -0.046 

佐賀県 -0.570 -0.771 -0.701 -0.201 0.069 -0.131 

長崎県 -0.372 -0.537 -0.660 -0.165 -0.123 -0.288 

熊本県 -0.211 -0.053 -0.196 0.159 -0.144 0.015 

大分県 -0.528 -0.468 -0.492 0.114 -0.240 0.091 

宮崎県 -0.211 -0.396 -0.453 -0.185 -0.057 -0.242 

鹿児島県 -0.161 0.005 -0.156 0.166 -0.161 0.005 

沖縄県 1.190 0.963 0.859 -0.223 -0.104 -0.327 

(筆者作成) 
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 以上の結果から、本研究では SRI の水準そのものよりも、近年の変化傾向に着目するこ

とが重要であることが示された。特に、SRI が上昇している地域は、これまで相対的に安

定していた地域においてもリスクが高まりつつあることを意味し、事業承継リスクの新た

な顕在化として注視すべきである。こうした地域を早期に把握し、支援体制や情報提供の

強化を行うことで、リスクの固定化を防ぐことが期待される。 

 

(2) 仮説検証 

 本研究では、事業承継リスクの要因構造を検証するため、SRI を構成する各領域をそれ

ぞれ主成分分析によって要約した。その結果、各主成分の寄与率および符号方向から、設

定した 3 つの仮説の妥当性を以下のように確認した。 

 まず、人的リスク仮説については、人口動態領域の第 1 主成分において、経営者年齢お

よび高齢化率が正の寄与を、労働力比率が負の寄与を示した。この軸は労働力人口の減少

と経営者の高齢化を共通要因として抽出しており、人的要因が承継リスクの上昇と結びつ

く構造を示している。したがって、人的リスク仮説は統計的構造の上でも支持される結果

となった。 

 次に、産業リスク仮説に関しては、産業構造領域の第 1 主成分において、中小企業比率

や建設・製造業雇用比率が高いほどスコアが上昇する方向で寄与していた。このことから、

特定産業への依存や中小企業の集積が承継リスクの上昇要因として作用している可能性が

示唆され、仮説 2 の方向性と整合的である。 

 最後に、支援体制仮説については、支援体制領域の第 1 主成分が、認定支援機関数およ

び金融機関数の双方に正の寄与を示し、SRI との相関は負であった。すなわち、支援ネッ

トワークの整備が進んでいる地域ほど、承継リスクが抑制される傾向が確認され、支援体

制仮説を概ね支持する結果となった。 

 以上より、SRI の統計的構造は、人的・産業的・制度的要因の三層構造を通じて承継リ

スクを説明するものであり、設定した三つの仮説はいずれも一定の整合性をもって支持さ

れたといえる。 
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(3) ラグ使用 OLS 回帰分析結果 

 モデル式と変数は以下の通りである。 

 

【モデル式】 

𝑆𝑅𝐼𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽 log(1 + 𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑖,𝑡−1) + 𝜃𝑡 ℤ𝑖𝑡 + 𝜏𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

【変数】 

𝑆𝑅𝐼𝑖𝑡  :各都道府県の各年の SRI 

log(1 + 𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑖,𝑡−1) :一期前の対数認定経営革新等支援機関数 

ℤ𝑖𝑡  :経営者平均年齢、高齢化率、対数総人口 

𝜏𝑡   :年固定効果 

𝜀𝑖𝑡   :誤差項 

 

 今回用いた、ラグ使用回帰の分析は、支援体制の整備が翌期の承継リスクに与える影響

を定量的に検証するものである。被説明変数を SRI、説明変数に認定経営革新等支援機関

数の 1 期ラグを設定し、経営者平均年齢、高齢化率および対数人口を統制変数として用い、

年固定効果を導入した。推定の結果は、表 6 の通りである。一期前の対数認定経営革新等

支援機関数の係数は-0.223 と統計的に有意な負の値を示し、認定経営革新等支援機関が多

い地域ほど翌年の SRI が低下することが明らかとなった。この結果は、支援体制の整備が

一過的な要因ではなく、翌期以降にリスク低減効果を及ぼす遅効性の政策的影響を持つこ

とを示唆しているといえる。 

 

表 6 ラグ使用 OLS 回帰分析結果 

変数 係数 有意 標準誤差 p 値 

一期前の対数認定経営革新等支援機関数 -0.223 ** 0.0717 0.02 

経営者平均年齢 -0.270 *** 0.0343 4.86E-14 

高齢化率 3.310 *** 1.0021 0.001 

対数総人口 0.517 *** 0.0803 4.26E-10 

*p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01 

(筆者作成) 

 

 なお、経営者平均年齢は有意に負の符号を示し、一見、経営者の高齢化が承継リスクを

高めるという直感と矛盾するが、本分析では 1 期ラグを取っており、前期の高齢化が翌期

のリスク変化に与える影響を捉えているためであると考えられる。すなわち、高齢化の進

行が早い地域では、支援施策の重点化や承継準備の進展が見られ、結果的に翌年度のリス

クが低下する傾向を反映している可能性が考えられる。 
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第 5 項 妥当性の確認 

 構築した SRI の有効性を確認するため、以下の 2 つの観点から妥当性検証を行った。 

 第一に、外的妥当性の観点から、SRI と実際の後継者不在率との統計的関係を分析した。

ピアソンの積率相関分析の結果、両者の間には有意な正の相関が確認された(相関係数

+0.301、p < 0.001)。さらに、後継者不在率を被説明変数、SRI を説明変数と置いた単回帰

分析でも、有意な結果が得られた(表 7)。この結果は、SRI が事業承継の困難さを反映する

実態指標と一定の整合性を持つことを示しており、指数としての説明力は限定的ながらも、

承継リスクの方向性を適切に捉えているといえる。 

 

表 7 後継者不在率と SRI の単回帰分析結果 

変数 係数 有意 
標準誤

差 
p 値 

定数項 60.052 *** 0.0557 2.00E-16 

SRI 3.662 *** 0.2934 2.17E-11 

*p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01 

(筆者作成) 

 

 第二に、統計的安定性の観点から、SRI の構成要素である各ブロックの主成分分析結果

を精査し、指標としての一貫性と再現性を確認した。まず、各領域について抽出された第

1 主成分の寄与率は、それぞれ 0.38～0.64 の範囲に収まり、いずれの領域でも主要な情報

の 4～6 割前後を単一の軸で説明できていることが分かった。これは、各変数群が一貫した

潜在的構造を形成していることを示しており、SRI が統計的に安定した基礎指標上に構築

されていることを意味する。また、SRI の年次推移は、高齢化率等の構造的変数の緩やか

な変化と整合的に動いており、年ごとの過度な変動がみられないことから、指標としての

安定性と一貫性が担保されている。さらに、主成分スコアの年次相関を確認したところ、

各領域における第 1 主成分の年次自己相関係数はいずれも 0.7 以上を維持しており、変数

の組成や重みが年ごとに大きく変化していないことが示された。したがって、SRI は時点

を跨いだ比較にも十分な信頼性を有し、地域の中長期的な承継リスクを捉える分析ツール

として妥当であると考えられる。 
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第４節 分析Ⅲ：定性分析(ヒアリング、アンケート調査) 

 本節では、定量分析では十分に捉えきれない、地域における支援体制の運用実態および

その特徴を明らかにすることを目的として、ヒアリング調査10およびアンケート調査11を実

施した。調査対象は、三重県、そして第 1 章第 1 節第 2 項で規定した「高不在率グループ」

および「低不在率グループ」に該当する都道府県の事業承継担当部署および産業振興関連

部署である。 

第 1 項 事業承継およびその支援における課題 

 本項では、調査から得られた結果をもとに、多くの地域に共通して確認された課題につ

いて整理する。主な課題として、以下の 3 点が挙げられる。 

 

(1) 経営者による事業承継準備への着手の遅れ 

 多くの都道府県から、経営者が事業承継の必要性を十分に認識しておらず、具体的な準

備への着手が遅れているとの指摘があった。特に、後継者候補が不在の企業では、事業承

継を先送りする傾向が強く、支援機関が介入する時期が遅れることで事業承継が困難にな

る事例が報告された。 

 

(2) 第三者承継に対する経営者の抵抗感 

 現状分析で述べたように第三者承継の割合が近年増加傾向にある一方で、経営者の間に

は依然として心理的な抵抗感が根強いことが指摘された。特に地方部では、「身売りす

る」、「買収される」といったネガティブな印象が定着しており、M&A プラットフォー

ムへの登録をためらう事業者が予想以上に多かったとの意見が挙がった。 

 

(3) 事業承継支援における専門人材の不足 

 

10 鳥取県商工労働部企業支援課（2025 年 10 月 7 日実施）、三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課(2025 年

10 月 8日実施)へのヒアリング調査(敬称略) 

 

 

11 秋田県産業労働部産業政策課、茨城県産業戦略部中小企業課経営支援室、愛媛県経済労働部経営支援課、鹿児島県商

工労働水産部中小企業支援課、神奈川県中小企業支援課、熊本県商工振興金融課、高知県商工労働部経営支援課、滋賀

県商工観光労働部中小企業支援課、島根県商工労働部中小企業課、徳島県経済産業部経済産業政策課、福島県経営金融

課、北海道経済部地域経済局中小企業課、山形県産業労働部産業創造振興課、和歌山県商工労働部商工政策局商工振興

課へのメールおよび Google Form を用いたアンケート調査(敬称略)。詳細は Appendixに記載。 
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 事業承継が円滑に促進されない要因として、専門的な支援を行うことができる人材の不

足が課題として指摘された。各都道府県に設置された事業承継・引継ぎ支援センターにお

いても、職員が十数名にとどまるなど、公的機関のみで十分に対応することは困難である

との意見が挙がった。また、 

第 2 項 地域における有効な事業承継支援策 

 前項で述べた通り共通する課題が見られる一方で、都道府県ごとに多様な支援が展開さ

れている。本項では、調査で得られた情報をもとに、低不在率グループに属する都道府県

の事業承継支援担当者が効果を実感した支援の特徴を整理する。 

 

(1) 事業承継に関する意識啓発の推進 

 当該都道府県の多くにおいて、経営者の事業承継意識を高めるための意識啓発活動が実

施されている。特に、事業承継ネットワークを中心として、事業承継診断やセミナー、個

別相談会の実施による経営者への積極的な働きかけ(プッシュ型支援)が行われており、早

期の承継準備への着手を促す契機を提供している。 

 

(2) 都道府県による関係支援機関の連携の主導 

 低不在率グループに共通する特徴として、都道府県が地域内の支援機関の連携を主導し

ている点が挙げられる。現状分析で触れた三重県のほか、滋賀県では 2018 年に「滋賀発 

事業承継プロジェクト」を立ち上げ、地域内の関係機関との連携においてハブ機関として

の役割を果たした。また、茨城県では第三者承継の円滑化を目的として、2024 年に「いば

らき地域金融 M&A アライアンス」を発足させ、県内の 5 つの金融機関12が顧客事業者の事

業承継に関する課題を共有する枠組みを構築した。これらの取り組みは、地域の支援機関

間の連携を促進し、事業承継支援の実効性を高めるものになっている。 

 

第 3 項 定性分析のまとめ 

 本調査の結果、全国的に事業承継支援体制の整備はある程度進んでいる一方で、経営者

の承継に対する意識不足や第三者承継への抵抗感、また地域における支援体制の不十分さ

が共通の課題として確認された。多くの都道府県では、相談件数が増加傾向にあるものの、

M&A を含む専門性を要する案件に対応できる機関が限られており、初期相談から実行支

援までの連続性が十分でないとの指摘が確認された。 

 

12 ここでの県内 5 つの金融機関とは、常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、結城信用金庫、茨城県信用組合を指す。 
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 一方で、低不在率グループに属する都道府県では、各都道府県庁が支援機関連携のハブ

として機能し、事業承継ネットワークを中心に経営者への意識啓発を実施していた。これ

らの地域では、高度な専門性を要する支援を実施する人材や金融機関との連携体制が強化

されていた。これらより、支援体制の質にも地域差が大きく関与しており、連携不足が実

際の承継支援の効果を減少させ、承継行動自体も阻害している可能性が示唆された。 

 以上の結果から、地域における事業承継支援体制の実効性を高めるためには支援機関の

量的確保および支援体制の質的強化が求められると考察される。 

 

第 5 節 分析の解釈 

(1) SCM とヒアリングの解釈 

 SCM 分析の結果、2018 年の「三重県事業承継緊急宣言」は、介入後に後継者不在率を

有意に低下させる効果を持つことが確認された。すなわち、宣言は地域の事業承継環境を

改善する一定の契機となったと考えられる。 

 一方で、定量分析のみでは、どの要素がこの効果を生んだのかを特定することはできな

い。そこで、現状分析およびヒアリング調査で得られた結果を踏まえると、政策効果の背

景には三つの質的要因が存在したと考えられる。 

 第 1 に、セミナーや広報活動を通じた経営者の意識啓発である。承継の早期着手や第三

者承継への心理的抵抗の緩和が進み、支援へのアクセスが拡大した。 

 第 2 に、民間事業者や金融機関を含む支援の裾野拡大であり、相談機会が増えたことで

潜在的課題が可視化された。 

 第 3 に、行政・金融機関・士業などの連携強化による支援ネットワークの形成である。

これにより、相談から実行支援までの経路が円滑化し、支援の分断が軽減された。 

 これらを総合すると、緊急宣言の効果は単なる支援機関数の増加によるものではなく、

ネットワークの構造化、意識啓発、支援機能の多様化といった質的改善の積み重ねによっ

て生じたと解釈できる。 

 

(2) SRI とヒアリングの解釈 

 本稿では、人口構造・産業構造・経済状況・地域特性の 4 要素からなる SRI を構築し、

地域ごとの事業承継リスクを数量的に可視化した。その結果、SRI は後継者不在率と正の

相関を示し、リスクの地域間格差を適切に反映していることが確認された。 

 さらに、SRI を被説明変数、認定経営革新等支援機関数を説明変数として回帰分析を行

ったところ、認定経営革新等支援機関数の増加が翌期の SRI 低下に有意に寄与する結果が

得られた。すなわち、地域の支援整備が承継リスクの低減に一定の効果を持つことが示唆

された。 
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 一方、定性分析では支援機関数の増加が必ずしも支援の実効性向上に直結していない可

能性が示唆された。特に、機関間連携や役割分担の不明確さが支援の断片化を招き、相談

から実行支援までが途切れるケースが多いとされた。これらの結果を踏まえると、承継リ

スクの改善には、単なる数的拡充にとどまらず、支援機能の階層化とネットワークの質的

強化が不可欠である。 
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第 4 章  政策提言 

 

第１節 政策提言の方向性 

 本稿の分析では、SCM を用いて、三重県の独自施策である「三重県事業承継緊急宣言」

が後継者不在率の改善に与えた影響を検証した。その結果、本宣言が後継者不在率の改善

に一定の効果を持つことが明らかとなった。さらに、地域ごとの事業承継リスクを定量的

に把握するため、SRI を構築した。さらに、SRI と認定経営革新等支援機関数の関係を分

析した結果、認定経営革新等支援機関の増加が翌期の承継リスク低減に有意に寄与するこ

とが確認された。定性分析の結果を踏まえると、地域における事業承継支援体制の実効性

を高めるためには、支援機関の量的確保および支援体制の質的強化が必要であることが示

唆された。これらの結果を踏まえ、以下の二つの提言を行う(図 7)。 

 

【政策提言Ⅰ】都道府県ハブ型事業承継支援政策パッケージの策定 

【政策提言Ⅱ】経営革新等支援機関認定制度のティア制度(階層構造制度)導入 
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図 7 政策提言の方向性

 

(筆者作成) 

 

第２節 政策提言 

第 1 項 【政策提言 I】都道府県ハブ型事業承継支援政策パッケージの策定 

(1) 提言対象 

 提言対象は、中小企業庁および各都道府県である。 

 

(2) 提言を打ち出す背景 

現行施策では、事業承継の必要性を認識している経営者層への支援が中心となっている。

一方で、第 3 章第 4 節のアンケート調査では、経営者による事業承継準備の着手の遅れが

課題として指摘されており、事業承継の必要性を認識していない層に対する意識啓発をは
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じめとした積極的な支援の必要性が示唆された。また、事業承継は企業個別の課題として

捉えられることが多く、地域経済全体への影響に対する危機感が地域内の支援機関におい

て十分に共有されていない現状がある。 

こうした状況を踏まえ、三重県では 2018 年に「三重県事業承継緊急宣言」を発出し、企

業経営者のみならず、支援機関など地域全体で事業承継に取り組む必要性を対外的に発信

した。県は同年、民間仲介会社との包括協定を締結することで地域金融機関と民間仲介会

社の連携を促進した。分析 I の結果、本施策が後継者不在率の改善に寄与したことが示唆

された。定性分析の結果を踏まえると、県のリーダーシップのもと発出された本宣言が金

融機関、商工団体、士業専門家などの支援機関の連携を強化し、地域内で事業承継の必要

性に関する認識を広げたことが効果の背景にあると考えられる。 

以上より、都道府県がハブ機関として支援機関の連携を主導し、地域全体で事業承継へ

の意識と支援体制を強化することが重要である。したがって本稿では、地域内の支援機関

間の連携を強化するため、「都道府県ハブ型事業承継支援政策パッケージ」を提言する。 

 

(3) 提言内容 

 各都道府県は、異なる支援領域を含めた支援機関の連携を促進し、その連携の背景や具

体的な内容を、対外的に発信する。具体的な支援内容は以下の通りである(図 8)。 

 

図 8 提言Ⅰの概要 

 

(筆者作成) 
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① 意識啓発段階と事業承継段階の連携強化 

 都道府県は、企業に対して送付する郵便物に事業承継診断シートを添付する。受け取っ

た経営者は、自社の後継者および企業の状況や承継意志を簡易的に記入し、都道府県また

は事業承継ネットワーク内の認定支援機関に提出する。提出した企業は、専門人材による

無料相談およびその後の支援の割引適用を受けることができる。この仕組みにより、承継

の必要性を認識していない層への承継準備の早期支援(プッシュ型支援)が可能となる。 

 

② 事業承継段階間の連携強化(地域金融機関と民間仲介会社の連携促進) 

都道府県が民間仲介会社と「事業承継分野における連携・協力に関する包括協定」を締

結する。そしてこの包括協定を基盤として、事業承継ネットワークに参加する地域銀行お

よび信用金庫・信用組合と民間仲介会社による業務提携を促進する。これにより、地域内

のみでは成立しづらい第三者承継も積極的に支援できる体制を整備する。 

 

③ 「オール○○事業承継促進宣言」の発出 

 都道府県は、地域内の金融機関、商工団体、士業専門家、民間仲介会社など全ての関係

機関を巻き込み、地域の総力を結集することを対外的に宣言する。内容は、「三重県事業

承継緊急宣言」を参考に、地域における課題認識と課題解決に向けた行動を明記する。ま

た、①の施策により添付した事業承継診断シートの回収率および承継成約数の目標値を記

載することで、宣言に実効性を持たせる。 

 

(4) 期待される効果 

 本提言の①の施策により、従来では支援が届きにくかった、事業承継の必要性を認識し

ていない経営者層への支援体制が強化される。特に、事業承継準備が必要である層は高齢

の経営者層が中心となるため、紙媒体の診断シートの送付・回収による本モデルにより支

援対象へのアプローチが容易となる。また、②の施策により、地域内だけでは成立しづら

い第三者承継についての支援が強化され、承継の実効性の向上が期待される。定性分析で

明らかとなった第三者承継に対する経営者の心理的抵抗感については、地域金融機関との

連携による緩和が期待される。藤岡ら(2023)では、企業との信頼関係を構築する地域金融

機関が事業承継において果たす役割について述べられており、地域金融機関が積極的な支

援を実施することで、第三者承継の成立のみならず企業価値の価値向上が期待される。さ

らに、③の宣言の発出により、地域全体において事業承継への機運が醸成されることが期

待される。これらの三つの施策より、都道府県全体における事業承継支援体制の強化およ

び事業承継への機運の醸成が期待される。 
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(5) 実現可能性 

 本提言は、既存の事業承継支援内容や全国 47 都道府県で現在展開されている事業承継ネ

ットワーク体制を活用する。 

まず、①については、千葉県千葉市の事例を参考にした。都道府県から企業向けに対し

て送付する郵便物に事業承継に係る支援情報を印刷することで、比較的低コストでの実施

が可能となる。この事例では実際に、2024 年度に約 3.6 万通が発送されていることから、

実現可能性が高いと考えられる。また、専門人材による無料相談については、独立行政法

人中小企業基盤整備機構が実施する専門家派遣制度13 の枠組みを利用する。割引が適用さ

れた範囲の専門人材への報酬については、既存の「中小企業活性化・事業承継総合支援事

業」14 を財源とすることで、都道府県および支援機関に新たな予算負担を生じさせない設

計とする。 

次に、②については、両者に提携するインセンティブがあると考えられる。まず、地域

金融機関は、長年の取引関係を通じて地域企業との信頼関係を構築しており、地域内の企

業情報を保有しているが、地域外の買い手企業に関する情報は限定的で、マッチングの面

で課題を抱えている。一方、民間仲介会社は、全国規模での買い手企業の情報や M&A な

どに関する専門知識を有しているが、地域企業との信頼関係や接点において弱みがある。

したがって、お互いの課題を補完し第三者承継を円滑に推進することは、両者にとって有

益である。また、この連携を都道府県が主導することで、公的な中立性と信頼性のもと、

連携の枠組みを整備することができる。 

③については、実際に三重県で行われた事例があることから、他都道府県でも実現可能

であると考えられる。宣言文の策定にあたっては、事業承継方針等の制度的な施策として

応用することができるため、過度な人的負担を要しないと考えられる。 

  

 

13独立行政法人中小企業基盤整備機構による中小企業事業承継円滑化事業として、個別助言業務が 1 派遣先あたり 3 回

まで無料で利用できる。 

14 令和 6 年度予算:144 億円、補正予算 61 億円 
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第 2 項 【政策提言Ⅱ】経営革新等支援機関認定制度のティア制度(階層構造制

度)導入 

(1) 提言対象 

 提言対象は、中小企業庁および、分析Ⅱで導出した SRI が 2 年間(2022 年から 2024 年)

で悪化している各都道府県である。 

 具体的な都道府県としては、岩手県、東京都、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡

県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県、島根県、岡山県、広島

県、徳島県、香川県、愛媛県、熊本県、大分県、鹿児島県である。 

 なお、今回の対象は SRI が悪化している県に限定し、試行的にティア制度の運用指針と

認定基準を策定して、モデル的に運用を開始する。今後の展望としては、その成果を踏ま

えて全国展開を図るとする。 

 

(2) 提言を打ち出す背景 

 現状分析では、政府が事業承継に関する支援策を全国的に拡充している一方で、人口構

造や産業構造、支援機関数といった地域特性を十分に反映できていないことが明らかとな

った。 

 本分析では、地域ごとの承継リスクを定量的に把握するため、SRI を構築し、地域間の

リスク差を可視化した。その結果、リスクの高い地域と低い地域の間での顕著な差が明ら

かとなり、重点的な支援対応が必要な都道府県を特定した。さらに、SRI と認定経営革新

等支援機関数の関係を分析した結果、認定経営革新等支援機関の増加が翌期の承継リスク

低減に有意に寄与することが確認された。これは、地域における支援整備が、事業承継環

境の安定化に一定の効果をもつことを示唆している。 

 しかし現行制度では、全ての認定経営革新等支援機関が同一の認定基準と役割のもとで

登録されており、実際の支援能力や専門領域に大きなばらつきがある。特に、支援機関の

なかには、経営改善・M&A・再生支援などの専門的案件への対応経験が限られるケースも

あり、相談対応から実行支援までを一貫して担える体制は十分に整備されているとは言い

がたい。このように、「登録制度としての網羅性」は高まった一方で、地域のリスク水準

や支援需要に応じた質的強化が追いついていないことが課題であると考える。 

 そこで本稿では、地域の支援機関を支援内容や専門性に応じて段階的に位置づける「テ

ィア制度」を導入し、地域ごとの支援体制の実効性を高める仕組みを提言する。 
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(3) 提言内容 

 認定経営革新等支援機関制度に「ティア制度(階層型認定制度)」を導入する。本提言が

想定するティア制度とは、認定経営革新等支援機関を、その支援機能の範囲・専門性・案

件対応能力に応じて段階的に分類し、それぞれに異なる認定要件・役割・支援内容を設定

する制度である。これにより、支援の内容・水準に応じた「機能の明確化」と「質的差異

の可視化」が可能となる。具体的な内容は、以下の通りである(図 9)。 

 

図 9 現行制度とティア制度(階層型認定制度)の比較 

 

(筆者作成) 

 

 本制度は、支援機能に応じた認定支援機関の三層構造を想定している。 

・ティア 3 を、「相談・計画支援層」と認定し、経営者の初期段階の相談や事業承継診断、

承継計画策定支援を担う基礎層とする。主に商工会・商工会議所、地域金融機関の支店、

税理士など、地域密着型の支援主体が該当する。認定要件は比較的緩やかに設定し、広範

な地域での相談窓口として機能することを重視する。 

・ティア 2 を、「実行支援層」と認定し、M&A・事業譲渡・金融調整・人材承継など、実

際の承継実務を担う中核層とする。ここでは、一定の実績件数・専門人材の配置・外部機

関との連携体制を認定基準とし、承継の実行段階を一貫して支援できる体制を求める。 

・ティア 1 を、「高度・複雑案件対応層」と認定し、事業再生・企業グループ再編・債権

調整など、複雑・高難度な案件を扱う上級層とする。また、ティア 1 は、単体の士業や金

融機関ではなく、弁護士・公認会計士・金融機関・M&A 専門家など複数主体による共同

体を認定単位とする。これにより、単独機関では対応が困難な再生・再編・債権調整とい

った複雑案件に対して、チーム型の総合支援を可能とし、地域を超えた広域支援の中核を

担うことが期待される。 

 また、各ティアは役割分担と連携体制を前提として機能する。ティア 3 が経営者との初

期接点を形成し、ティア 2・ティア 1 へ案件を引き継ぐことで、段階的かつ専門的な支援

プロセスを構築する。これにより、初期相談から実行支援、再生支援まで切れ目のない支

援が可能となる。また、各ティア間の連携を制度的に担保するため、案件紹介・引継ぎを
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行う際には、事業承継診断シートを参考に「ティア間承継シート」を作成し、情報共有を

義務付ける。また、引継ぎ実績を認定更新時の評価指標に加えることで、ティア間協働を

促進することが可能である。また、都道府県へのヒアリング調査から、「相談から実行支

援まで同一担当が伴走する体制が望ましい」との意見が得られた。そこで、初期相談段階

においてティア 3 に認定された支援機関が統括担当者となることで、ティア間の情報共有

と経営者との接点維持を制度的に担保する仕組みを併設する(図 10)。 

 

図 10 提言Ⅱにおける事業承継支援の流れ 

 

（筆者作成） 

 

(4) 期待される効果 

 本提言による期待される効果は 3 つある。 

 第 1 は、地域支援体制が可視化されることである。ティア制度により、支援機関を機能

水準や対応範囲に応じて階層化することで、地域ごとの支援能力の偏在を把握できるよう

になる。これにより、どの都道府県で初期段階や実行段階の支援が不足しているかを明確

にし、重点的な人材育成・連携促進・補助制度設計など、政策的資源の投入先を合理的に

判断できるようになる。すなわち、支援体制の実効性向上に向けた政策設計の精度向上が

期待される。 

 第 2 は、経営者による相談先が的確化されることである。各ティアの機能が明示される

ことで、経営者は承継準備段階、外部承継の検討、再生対応の必要性などといった自社の

状況に応じて適切な支援機関を選択できるようになる。これにより、初動の遅れや不適切

な相談経路を防ぎ、早期段階での課題把握と実行支援への円滑な移行が可能となる。 

 第 3 は、認定経営革新等支援機関の量的拡充と質的高度化が両立されることである。テ

ィア制度により、ティア 3 を中心に認定要件が柔軟化されることで、地域金融機関や士業

団体などの新規参入が促進され、支援ネットワークの裾野が拡大する。一方で、ティア

2・ティア 1 では専門人材配置や実績要件を求めることで、支援機能の質的強化も図られ

る。また、各ティアの到達要件を明示することで、支援機関は自らの専門性や対応範囲の
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拡充を目指す方向づけが可能となる。特に、専門人材の確保・実務経験の蓄積・他機関連

携の強化など、具体的な能力向上行動を促す仕組みとして機能する点に意義がある。これ

により、量的拡大だけでなく質的強化を伴う支援ネットワークの形成が期待される。 

 

(5) 実現可能性 

 本提言が提唱するティア制度の導入は、現行の認定支援機関制度を大きく変更するもの

ではなく、認定基準の明確化・役割区分の整理・申請・点検プロセスの追加という範囲に

とどまるため、実行可能な制度改変と評価される。 

 まず、導入にあたっては、SRI が悪化している県において、試行的にティア制度の運用

指針と認定基準を策定し、モデル的に運用を開始する。その成果を踏まえて全国展開を図

る段階的導入が現実的である。また、制度運営は中小企業庁が基準設計を行い、都道府県

が認定・点検を担う形とすることで、地方実情を反映した運用が可能となる。 

 本制度の導入は、既存の認定制度を利用することで人的および金銭的コストを抑えるこ

とができる。また、ティア別の認定要件を明示し、実績報告書の提出による 3 年ごとの認

定更新制をとることで、支援機関の信頼性の担保とする。さらに、認定データを活用した

支援機関分布の把握と、SRI を用いた地域別リスク評価を結び付け、どの層・地域で機能

が不足しているかを政策的に診断可能とする体制を整える。 

 なお、移行に際しては既存認定機関を自動的にティア 3 相当へ位置づけ、上位ティアは

申請制とする段階的手法を採用し、初期参入の障壁を低く保つ。これらにより、制度改善

と運用負荷のバランスを確保しつつ、支援体制の質的高度化を実現する実現可能な道筋が

構築されると考える。 
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おわりに 

 

 本稿では、地域における中小企業の事業承継リスクに着目し、承継支援体制の構造的課

題を明らかにするとともに、その改善に向けた政策的方向性を提示した。定量分析では、

人口構造・産業構造・経済状況・支援体制の 4 軸からなる承継リスク指数を構築し、地域

ごとの承継リスクを数量的に可視化した。その結果、後継者不在率の高い地域では、支援

機関数や産業構造など複数の要素が複合的に影響していることが示された。また、認定経

営革新等支援機関数が翌期の承継リスク指数の低下に寄与することが確認され、支援基盤

の整備が承継リスクの緩和に一定の効果を持つことが明らかとなった。 

 さらに、合成コントロール法を用いた分析では、2018 年の「三重県事業承継緊急宣言」

が後継者不在率の改善に有意な効果をもたらしたことを確認した。ただし、定性分析の結

果から、その効果は単一の施策ではなく、都道府県が金融機関・士業・商工団体を結ぶハ

ブとして機能し、相談から実行支援までの連携を主導したことによる効果であることが示

唆された。 

 これらの結果を踏まえ、本稿では 2 つの政策提言を行った。第一に、都道府県を中核と

した地域ハブ型支援体制の構築である。都道府県が支援ネットワークの調整・情報集約の

役割を担うことで、個別施策の分断を防ぎ、地域ごとの支援の実効性を高めることができ

る。第二に、認定経営革新等支援機関制度にティア制度を導入し、支援機能を専門性と対

応範囲に応じて段階化することで、質的高度化と役割分担の明確化を図ることである。こ

の二つの提言は、量的拡充と質的最適化の両側面に資するものであり、後継者不在率ない

しは承継リスクの改善に寄与すると期待される。 

 一方で、本稿には二つの限界がある。 

 第一に、SRI 構築や回帰分析に用いたデータは公表統計に限定されており、経営者の意

識や企業内部の意思決定過程といったミクロ要因を十分に反映できていない。 

 第二に、合成コントロール法によって政策全体の効果は把握できたものの、「三重県事

業承継緊急宣言」の中のどの要素が効果をもたらしたかを分解することはできない。今後

は、ミクロデータや施策構成情報を組み合わせることで、より精緻な因果構造を検証する

必要がある。 

 本稿の執筆にあたり、経済産業省や各都道府県の関係各所の方々には、ヒアリング調査

やアンケート調査を通じて多大なご協力を賜った。ここに深く感謝の意を表する。また、

同様に多大なご協力を賜った大学教授ならびに大学院生の方々にも深く感謝の意を表する。 

 最後に、本稿で得られた知見が、地域の実情に応じた事業承継支援の制度設計と政策運

営の改善に活かされ、持続可能な地域経済の基盤強化に寄与することを願い、本稿の結び

とする。 
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APPENDIX 

A.SCM のロバストネスチェック 

 本研究で実施した SCM は、特定の県を対象として政策介入の効果を定量的に推定する

ものであり、その結果の信頼性を担保するためには、ドナー構成や予測変数の選定、プレ

期間の設定といった手法的選択に対して、推定結果がどの程度安定しているかを確認する

必要がある。 

 そこで本 APPENDIX では、SCM のロバストネスチェックを目的として、推定仕様や構

成条件を変化させた 3 種類の検証を行う。具体的には、(1)各対象群から都道府県または各

共変量を一つずつ除外して再推定する Leave-One-Out、(2)政策効果が直接には及ばない

と想定される代替被説明変数に置き換えて再推定する Placebo-Outcome(偽被説明変数)検

定を実施する。 

 

(1) Robustness：Leave-One-Out 分析(以下、LOO 分析とする)15 

 SCM の推定結果が特定のドナー県または特定の予測変数の選択に依存していないかを検

証するため、 (i)対照群から都道府県を 1 県ずつ除外する donor-LOO、(ii)共変量を 1 変数

ずつ除外する predictor-LOO をそれぞれ行い、プレ期適合とポスト期の乖離、および平均

効果の安定性を比較した。 

具体的には、推定におけるモデル設定やデータ構成の組み合わせを仕様(𝑠) とし、各

LOO の𝑠に対し、以下の計算を行った。 

 

𝑅𝑀𝑆𝑃𝐸𝑝𝑟𝑒
(𝑠)

= √ 1

|𝑇0|
∑𝑡∈𝑇0

(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
(𝑠)

)
2
 , 𝑅𝑀𝑆𝑃𝐸𝑝𝑜𝑠𝑡

(𝑠)
= √ 1

|𝑇1|
∑𝑡∈𝑇1

(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
(𝑠)

)
2
 , 

𝑅𝑖
(𝑠)

=
𝑅𝑀𝑆𝑃𝐸𝑝𝑜𝑠𝑡

(𝑠)

𝑅𝑀𝑆𝑃𝐸𝑝𝑟𝑒
(𝑠)  , 

ポスト期の平均効果(本稿では後継者不在率の差)(𝑠) =
1

|𝑇1|
∑𝑡∈𝑇1

(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
(𝑠)

) 

 

 結果としては、以下の通りである。 

(i) donor-LOO：どの対照群から都道府県を 1 つ除外しても、ポスト期の平均効果は約-16

 

15 今回、LOO 分析は Abadie et al. (2010) “Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect 

of California’s Tobacco Control Program” や Abadie (2021) “Using Synthetic Controls: Feasibility, Data Requirements, 

and Methodological Aspects” を参考にして行った。 
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～−22pp の範囲で安定して負であり、効果の方向は不変であった。また、RMSPE 比はお

おむね 14～17 倍で推移し、特定の単一都道府県に依存しないことが確認された(表 8)。 

(ii) predictor-LOO：共変量を1つずつ除外しても、ポスト期の平均効果は約−14～−20pp

で安定し、効果方向は一貫していた。また、MSPE 比は 15～36 倍の範囲に収まり、特定

の単一共変量に依存しないことが確認された(表 9)。 

 以上より、対照群の構成と、共変量の仕様に対して、いずれも主要結果は方向面で安定

しており、特定の県や単一の共変量に依存する脆弱な結果ではないことが示された。 

 

表 8 donor-LOO の結果(RMSPE(pre)値上位 5 つ抜粋) 

除外県 RMSPE(pre) RMSPE(post) MSPE 比 ポスト期の平均効果 

長野県 1.43 19.81 13.85 -17.53 

愛媛県 1.28 19.34 15.17 -17.26 

富山県 1.26 19.54 15.48 -17.40 

大分県 1.18 19.54 16.52 -17.51 

山梨県 1.17 19.71 16.87 -17.66 

(筆者作成) 

 

表 9 predictor-LOO の結果 

除外変数 RMSPE(pre) RMSPE(post) MSPE 比 ポスト期の平均効果 

対数総人口 0.51 17.64 34.41 -16.00 

対数労働力人口 0.51 17.72 34.92 -16.01 

対数県民所得 0.51 17.74 35.13 -16.02 

有効求人倍率 1.28 19.57 15.25 -17.41 

廃業率 1.23 22.15 17.99 -19.59 

平均経営者年齢 1,12 17.94 15.96 -16.08 

財政力指数 0.51 17.80 35.00 -16.06 

(筆者作成) 

 

(2) Robustness：Placebo-Outcome(偽被説明変数)検定16 

 政策の影響が及ばないと考えられる変数(共変量で用いたもの)を被説明変数に据え、

SCM を同様に適用することで、主要推定が被説明変数の選択や偶発的変動に依存していな

いかを検証した。 

 

16 今回、Placebo-Outcome(偽被説明変数)検定は Ferguson et al. (2021) “Assessing the Sensitivity of Synthetic Control 

Treatment Effect Estimates to Misspecification Error” を参考にして行った。 
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 今回、偽被説明変数として、(i)労働力人口の対数一階差(∆ log(𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔_𝑃𝑜𝑝))と(ii)総人

口の一階差(∆ log(𝐴𝑙𝑙_𝑃𝑜𝑝))の 2 変数を用いた。いずれも政策が短期的に直接影響しにくい

と想定される。 

 プレ期は主要仕様(𝑠) に合わせて設定し、対数差分は連続年のみで算出した(※前年との間

隔が 1 年でない観測は NA とした)。推定手順は本編と同一で、処置対象𝑖∗に対し、合成対

照 𝑌𝑡
𝑁を構築し、以下の計算を行った。 

 

𝑅𝑀𝑆𝑃𝐸𝑝𝑟𝑒 = √
1

|𝑇0|
∑𝑡∈𝑇0

(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
(𝑠)

)
2
 , 𝑅𝑀𝑆𝑃𝐸𝑝𝑜𝑠𝑡 = √

1

|𝑇1|
∑𝑡∈𝑇1

(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
(𝑠)

)
2
 

𝑅𝑖
(𝑠)

=
𝑅𝑀𝑆𝑃𝐸𝑝𝑜𝑠𝑡

𝑅𝑀𝑆𝑃𝐸𝑝𝑟𝑒
 

ポスト期の平均効果(本稿では後継者不在率の差) =
1

|𝑇1|
∑𝑡∈𝑇1

(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
(𝑠)

) 

 

 

 結果としては以下の通りである(表 10)。 

 (i) 労働力人口の対数一階差(∆ log(𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔_𝑃𝑜𝑝))：プレ期およびポスト期の RMSP は

がそれぞれ 0.0218 および 0.0188 となり、RMSPE 比は 0.86 であった。介入後の乖離は増

加しておらず、ポスト期の平均効果は 0.0017 とほぼゼロであった。これは、介入が無関係

な被説明変数にまで影響を及ぼしていないことを示し、本政策が何にでも効くわけではな

いことを統計的に確認する結果となったといえる。 

 (ii) 総人口の一階差(∆ log(𝐴𝑙𝑙_𝑃𝑜𝑝))：プレ期の RMSPE がほぼ 0 であったため、分母が

非常に小さいため、RMSPE比は算術的に大きくなった(1.7+E8)が、ポスト期のRMSPEは

0.0018 と、依然として微小であり、ポスト期の平均効果も−0.0013 とほぼ 0 であった。れ

は、総人口が短期的にはほぼ不変であることを反映しており、介入後に系統的な乖離が生

じていないことを明確に裏付ける結果であるといえる。 

 以上より、いずれの偽被説明変数でも介入後の統計的な乖離は確認されず、主要分析で

観察された後継者不在率の変化は、人口動態などの他要因では説明されないことが示唆さ

れた。 

 

表 10 Placebo-Outcome 検定の結果 

被説明変数 RMSPE(pre) RMSPE(post) MSPE 比 ポスト期の平均効果 

∆ log(𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔_𝑃𝑜𝑝) 0.0218 0.0188 0.86 0.0017 

∆ log(𝐴𝑙𝑙_𝑃𝑜𝑝) ≈0.0000 0.00018 1.7+E8 -0.0013 

(筆者作成) 
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B.SRI 構築のロバストネスチェック 

 本研究で構築した SRI は、複数の変数を統合した合成指標であり、その妥当性を検証す

るうえでは、重み付けの手法的選択に対して指標がどの程度安定しているかを確認する必

要がある。 

 そこで本 APPENDIX では、SRI のロバストネスチェックを目的として、重み付けの方法

を変えた場合の変動についての検証を実施した。 

 

・Robustness：重み付け方法を変えた場合の変動17 

 SRI の重み付け方法に対する頑健性を確認するため、各変数を等重みで平均した指標と、

相関・寄与率による加重平均を用いた指標を比較した。具体的には、主成分得点を用いて、

以下の 2 種類の重み付けで SRI を算出した。 

 (i) 等しい比率の平均で算出する(等重み)。 

 (ii) 主成分得点と後継者不在率との相関の絶対値、および主成分分析における第 1 主成

分の寄与率を掛け合わせた重みを用いた加重平均で算出する(相関・寄与率加重)。 

 両者の指標値を比較し、後継者不在率との相関係数、両者間の順位相関係数、上位 10％

地域の重複率の 3 つを指標として頑健性を評価した。これらの指標により、重み設定を変

えてもリスク順位構造や SRI 悪化地域の選定が安定しているかを確認する。 

 

 結果としては以下の通りである(表 11)。 

 等重みと相関・寄与率加重の SRI と後継者不在率の相関係数はそれぞれ 0.257 および

0.301 であり、両者とも後継者不在率との間に正の相関を示した。また、両者間の順位相

関係数は 0.993、上位 10％地域の重複率は 0.893 であった。これらの結果は、SRI の重み

付け方法を変更しても、都道府県の順位構造や SRI 悪化地域の選定結果がほとんど変化し

ないことを示しているといえる。 

 

表 11 重み付け方法を変えた場合の変動結果 

指標 等重み 相関・寄与率加重 順位相関 上位 10%重複

率 

後継者不在率との相関 0.257 0.301 0.993 0.893 

(筆者作成) 

 

 

17 今回、重み付けの方法を変えた場合の変動についての検証は OECD (2005) “Handbook on Constructing Composite 

Indicators” を参考に行った。 
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C.SCM におけるウェイトの算出方法18 

 SCM では、観測可能な処置対象と、複数の非処置群を加重平均した合成対照とを比較す

ることにより、政策介入の反実仮想を構築し、その因果効果を定量的に評価する手法であ

る。 

 以下、合成対照の生成および因果効果の推定方法を数式で示す。本分析と同様に、処置

対象の結果変数を𝑌𝑖𝑡、非処置群の結果変数を𝑌𝑗𝑡とする。ここで、𝑡は観測時点を、𝑇0は介入

年(本分析では 2018 年)を表す。また、介入前の期間を𝑡 < 𝑇0、介入後の期間を𝑡 ≥ 𝑇0とし、

非処置群の総数を𝐽、各非処置群に付与される重みを𝑤𝑗とする。これらの重みを用いて、介

入が存在しなかった場合の処置対象の反実仮想値、つまり合成対照𝑌𝑖𝑡
𝑁は次式で表される。 

 

𝑌𝑖𝑡
𝑁 = ∑𝐽=1

𝐽
𝑤𝑗𝑌𝑗𝑡 (𝑡 < 𝑇0) 

 

 また、重み𝑤𝑗は、処置対象と非処置群の共変量ベクトル(本研究では総人口、労働人口、

県民所得、有効求人倍率、廃業率、経営者平均年齢、財政力指数)をできるだけ近づけるよ

うに最適化される。具体的には、処置対象の共変量ベクトルを𝑋𝑖 、非処置群の共変量ベク

トルを𝑋𝑗とすると、以下の最適化問題により推定される。 

 

min
𝑤

‖𝑋𝑖 − ∑𝐽=1
𝐽

𝑤𝑗𝑋𝑗‖
2

  𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 ∑𝐽=1
𝐽

𝑤𝑗 = 1 , 𝑤𝑗 ≥ 0 

 

ここで、𝑤𝑗は非負かつ和が 1 となるように制約されており、各非処置対照の寄与度を示す。 

 

 このようにして得られた重みを用いて、各非処置群の結果変数を加重平均することによ

り、合成対照が生成される。また、介入後における因果効果を𝛼𝑖𝑡とすると、𝛼𝑖𝑡は処置対象

の実測値と合成対照の推定値との差として次式で表される。 

 

𝛼𝑖𝑡 = 𝑌𝑖𝑡 − 𝑌𝑖𝑡
𝑁 (𝑡 ≥ 𝑇0) 

 

 本研究では、この𝛼𝑖𝑡を年度ごとに算出し、政策介入後(2018 年以降)における後継者不在

率の変化を定量的に評価した。 

 

 

18 今回、ウェイトの算出方法に関しては、Abadie et al. (2010) “Synthetic Control Methods for Comparative Case 

Studies: Estimating the Effect of California’s Tobacco Control Program” を参考に行った。 
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D.定性分析(ヒアリング・アンケート調査)で使用した質問項目例 

 

高不在率グループ 

 県内の中小企業の事業承継に関して、現状どのような課題を認識されております

でしょうか？ 

 また、事業承継を支援する際の具体的な方針や目標がありましたら教えていただ

きたいです。 

 事業承継ネットワークを構築し、事業承継・引継ぎ支援センターや金融機関、 

商工団体、専門家(税理士・中小企業診断士など)と連携して支援に取り組まれて 

いると認識しております。 

 その中で、県としてどのような役割を果たしているのでしょうか？ 

 事業承継における課題に関して議論される際、「後継者不在率」を考慮された 

ことはありますでしょうか？ 

 また、後継者不在率が他の地域とくらべて高い要因は何であると考えられており

ますでしょうか？ 

 

低不在率グループ 

 県内の中小企業の事業承継に関して、現状どのような課題を認識されております

でしょうか？ 

 また、事業承継を支援する際の具体的な方針や目標がありましたら教えていただ

きたいです。 

 事業承継ネットワークを構築し、事業承継・引継ぎ支援センターや金融機関、 

商工団体、専門家(税理士・中小企業診断士など)と連携して支援に取り組まれて 

いると認識しております。 

 その中で、県としてどのような役割を果たしているのでしょうか？ 

 〇年以降、後継者不在率が改善傾向にありますが、その要因は何であると考え 

られておりますでしょうか？ 

 また、効果を感じられた支援策等がございましたら教えていただきたいです。 

 

 


